
【当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図】

【当社の適時開示体制】

① 決算情報

② その他重要事項

　当社では、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠し、速やかな情報開示を実施するよう
努めております。情報の管理におきましては、社内規程（取締役会規程、文章管理規程など）を定め、インサイダー取引の
防止の徹底を図っております。

①　決算情報
　財務諸表等の決算情報は、経理財務部長（決算担当部門長）より取締役会に提案され、取締役会の審議、承認を受け
た後、管理本部長（情報取扱責任者）によって開示されます。その後、決算情報は自社のホームページに公表資料として
掲載されます。

②　決算情報以外の重要事実
　当該事実は、事案ごとに関係部門長より取締役会に提案され、取締役会の審議、承認を受けた後、管理本部長（情報
取扱責任者）は、その重要事実が東京証券取引所の定める適時開示情報に該当するかの判断に従い、開示を行います。
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